
先日、母校に行
ったら、部員が
12 名しかいま
せんでした。時
代 の 流 れ を 感
じますね。 

 

 

 

 

 コロナは一旦おさまりましたが       

緊急事態宣言が解除され、10 月 25 日から飲食店

の酒類提供などの制限が大幅に緩和されました。た

だ、コロナが終息したとは言えず、まだまだ客足が戻

るには時間がかかりそうです。実際に、飲食・宿泊の

業界以外の中小企業の社長様方に話を聞いても依然

として慎重な意見がほとんどです。 

10 月までは国や都道府県の支援金が出ていまし

たがそれらも終わり、今後は自力で立て直しをして

いかなければなりませんね。政策金融公庫や信用保

証協会の融資審査は、昨年に比べて格段に厳しくな

ってきています。会社にとっては、生き残りをかけた

挑戦が始まると言っても過言ではないと思います。 

さて、今年の確定申告は期限延長なく、3 月 15 日

締め切りと発表されました。日常生活に戻っていけ

るようにがんばっていきましょう！ 

 年末調整                         

昨年改正点が沢山ありましたが、今年は昨年通り

のやり方で進められます。ただ、どこに何を書くのか

は相変わらず分かりにくいままですね。別問題とし

て、年末調整は扶養など個人情報が満載ですので、会

社での取り扱いは十分に注意が必要です。

 【コラム】 暦年贈与が廃止に？                             

その年に１１０万円までの贈与であれば非課税となる暦年贈与ですが、廃止や改正の意見がちらほら出てお

ります。節税策として広く利用されているものですので、本当に改正されるとその影響は大きいですね。実は、

節税対策として広まると、規制が入り節税が制限されるということはよくあることです。 
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